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過剰債務の問題点

１．資産・債務超過別 企業構成⽐ ２．債務超過回数別・平均従業員数増加率（％）

３．債務超過回数別・平均有利⼦負債額
（出所）東京商⼯リサーチ・
TSRデータインサイト「『債務超
過』が10年連続の企業は6.7％
債務超過の回数が多いほど⽣
産性が低下」（⼀部、著者によ
り加⼯）2024/10⽉

（注）本調査は、東京商⼯リ
サーチ（TSR）が保有する財務
データベースから、2014年4⽉
以降、連続10期（変則決算を
除く）の財務データのある中⼩
企業15万1,547社を抽出し、
分析した。

（注）2014年度から2023年
度までに債務超過となった決算
回数を企業別で集計し、債務
超過回数別で従業員数・有利
⼦負債・売上⾼を集計した。▲10
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４．債務超過回数別・平均売上⾼前年⽐推移
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 過剰債務は、重い利払負担によりキャッシュフローを減少させるとともに、新規の借⼊を困難にさせるおそれが
ある。その結果、新規雇⽤や設備投資などが難しくなり、売上の減少を招く傾向がある。
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債務整理の概要
 債務整理の⼿続きには、私的整理と法的整理がある。

 ⺠事再⽣
 会社更⽣

 破産
 特別清算

準則型 純粋型

再建型 清算型

２．私的整理・法的整理それぞれの種類・類型１．私的整理と法的整理の⽐較

私的整理 法的整理

 中⼩企業活性化協議会
 中⼩企業版事業再⽣ガイドライン
 地域経済活性化⽀援機構
 事業再⽣ADR
 特定調停スキーム

法的整理

私的整理

裁判所の
関与 なし あり

対象
債権者 ⾦融債権者 全債権者

計画の
成⽴ 全員⼀致 多数決

公表の
有無 ⾮公表 公表

⼀定のルールによらず
に私的整理を進める
⽅法。

2001/9⽉に「私的整理に関するガイドライン」が
できるまでは、「準則型」のような統⼀的なルール
が存在しなかった。しかし、事件を受任した弁護
⼠によって進め⽅はさまざまであり、⼿続きの透
明性や公平性に疑問を持たれることもあった。



私的整理の流れ
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予兆管理 実態把握・
⾒極め

⽅針検討・
⼿続選択

計画策定 ⾦融⽀援 モニタリング

経営者との
対話

デューデリ
ジェンス

（出所）地域経済活性化⽀援機構・事業再⽣⽀援⾼度化事業「⾦融機関向け事業再⽣⽀援の⼿引き」をもとに、著者作成。



事業再⽣計画と⾦融⽀援
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 リスケを伴う⾃助努⼒のみでは実抜計画/合実計画の基準を満たさない場合、抜本的な⾦融⽀援を検討。
※ 中⼩企業については、合実計画を実抜計画とみなすことができる場合がある。

（注）「基準を機械的・画⼀的に適⽤するのではなく、債務者の実態的な財務内容、資⾦繰り、収益⼒等により、その返済能⼒を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履⾏状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の⾒通し、キャッシュフローによる債務
償還能⼒、事業再⽣計画等の妥当性、⾦融機関等の⽀援状況等を総合的に勘案した上で、区分することが適当である。特に債務者が中⼩企業である場合は、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術⼒、販売⼒や成⻑性、代表者等の役員に対する報酬の⽀払状況、
代表者等の収⼊状況や資産内容、保証状況と保証能⼒等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて区分することが適当である。」（⾦融庁・監督指針）

実抜計画 合実計画

計画期間 5年以内

⿊字化の⽬途 3年以内

債務超過解消年数 5年以内

要償還債務/CF倍率 10倍以内

計画期間 10年以内

⿊字化の⽬途 3〜5年以内

債務超過解消年数 10年以内

要償還債務/CF倍率 10倍以内

正
常

その
他

破
懸

破
綻

実
破

要
管

正
常

その
他

要
管

破
綻

実
破

破
懸



⾦融⽀援の⼿法
 ⾦融⽀援の⼿法には、リスケジュール、DDS、DES、債権放棄、第⼆会社⽅式、DPO・債権譲渡といった

⼿法がある。リスケジュール以外の⼿法が、抜本的な⾦融⽀援とされることが多い。

リスケ
ジュール DDS DES 債権放棄 第⼆会社

⽅式
DPO

・債権譲渡

• 当初の借⼊条件
を変更。

• 債務者が債権者
に対して負担する
既存の債務を、別
の条件の債務に変
更（通常は既存
の債務を劣後
化）。

• 債務者が債権者
に対して負担する
既存の債務
（Dept）を資本
（Equity）に交換
（Swap）。

• 債権者が保有する
既存の債権の全
部または⼀部につ
いて、返済義務を
免除。

• 債務者の資産およ
び負債のうち、今
後の事業継続に
必要なものと、そう
でないものを、会社
分割や事業譲渡
等を⽤いて2つの会
社（Good会社と
Bad会社）に分け
る。

• そのうえで、Good
会社は事業を存
続、Bad会社は清
算。

• 債権者が、全額
の回収が困難と
なった債権につい
て、債権の額⾯
⾦額よりも低い価
格で第三者（譲
受⼈）に売却。

• そののち、譲受⼈
が債務者に対し
債権を放棄し、あ
るいは債務者が
当該債権を譲受
⼈から額⾯未満
で買い取る。

（出所）企業再⽣の法務（第３版）をもとに著者作成
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 活性化協議会のデータを⽤いた実証研究では、抜本的な⾦融⽀援を受けた企業は、リスケジュールのみを
受けた企業よりも、売上、利益ともに改善した、との結果が得られている。

中⼩企業活性化協議会による⽀援の効果検証・分析結果概要

（注）決定要因の分析に⽤いたサンプル企業が10,000弱であったのに対し、マッチングの過程で1,000社超に減少してしまっている点、また、企業と⾦融機関の交渉の結果である私的整理の内容は内⽣性を含むため、私的整理
の効果に関する分析結果は因果関係を⽰すものではない点に留意が必要。

（出所）中⼩企業庁事業環境部⾦融課「中⼩企業政策審議会⾦融⼩委員会・事務局説明資料」（2024/3⽉）をもとに、著者作成。
（原典）植杉威⼀郎（ファカルティフェロー、⼀橋⼤学）/⼩野有⼈（中央⼤学）/本⽥朋史（神⼾⼤学）/安⽥⾏宏（⼀橋⼤学）.”中⼩企業における私的整理“,独⽴⾏政法⼈経済産業研究所,2023-12

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/23e088.html （参照2025/2⽉）

1. 私的整理の決定要因 2. 私的整理後における企業の
事後パフォーマンスへの影響

 債務超過かつ営業⿊字の企業で抜本的なリストラ（債
務圧縮や減免を⾏う抜本的な⽀援）が⾏われる確率
が⾼い。

 営業⿊字の企業ほど抜本的な経営リストラ（経営責
任〈役員の退任等〉、株主責任〈保有株式の無償譲渡
等〉、私財提供〈報酬の返還等〉）を⾏う確率が⾼い。

 ⾦融機関の業態に着⽬すると、信⽤⾦庫、信⽤組合
などの規模の⼩さな⾦融機関と取引している企業では、
抜本的な債務リストラ（直接放棄、譲渡・分割＋清算、
DES、DDS、協議会版資本性借⼊）や経営リストラが
⾏われる確率が低い（ベンチマークは都市銀⾏）。

 抜本的な債務リストラを⾏った企業は、ベンチマーク企
業（リスケのみ）よりも売上、利益ともに改善。

 抜本的な経営リストラを⾏った企業は、ベンチマーク企
業よりも雇⽤が減少する⼀⽅で利益は改善。
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抜本的な⾦融⽀援への取り組み状況
 しかしながら、抜本的な⾦融⽀援の割合は⼤きくないことが指摘されている。
 中⼩企業活性化協議会・⾦融⽀援の⼿法

（出所）中⼩企業庁⾦融課 「中⼩企業活性化協議会の活動状況について〜2023年度活動状況分析〜」（2024/7⽉）をもとに著者作成。

⾦融⽀援
累計 2023年度

企業数 割合 企業数 割合 前年度差
債務免除の実施 1,756 9.4% 132 12.8% 2.0%
・直接放棄 379 2.0% 11 1.1% 0.7%
・譲渡・分割による第⼆会社⽅式 1,377 7.4% 121 11.8% 1.4%
⾦融機関、取引先からの借⼊⾦の株式化（DES） 81 0.4% 1 0.1% 0.0%
⾦融機関による借⼊⾦の資本的劣後ローン（DDS） 461 2.5% 4 0.4% 0.2%
協議会版資本的借⼊⾦ 606 3.2% 9 0.9% －0.4％
⾦融機関による条件変更（リスケジュール） 16,420 87.8% 896 87.1% －1.8％
2005年税制改正適⽤ 47 0.3% 2 0.2% 0.1%
RCCや債権管理会社からの卒業 190 1.0% 0 0.0% 0.0%
ファンド活⽤ 460 2.5% 25 2.4% 0.2%
＊完了案件総数 18,704 1,029

（注１）同⼀案件で複数に該当する場合があるため、上記の合計は完了案件総数と⼀致しない。
（注２）2023年度の債務圧縮や減免を伴う抜本的な⽀援（債務免除の実施、⾦融機関、取引先からの借⼊⾦の株式化（DES）、⾦融機関による借⼊⾦の資本的劣後ローン（DDS）、

協議会版資本的借⼊⾦）の割合は15.5％。



抜本的な再⽣⽀援への早期着⼿の状況

２. 提案・アドバイスを受けた時期

41.5

40.1

34.4

12.1

11.2

20.0

経営改善（計画策定）
n=1,561

経営改善（ビジネスマッチング・その他）
n=794

事業再⽣（返済条件変更）
n=800

事業再⽣（DDS）
n=411

事業再⽣（DES・債権放棄）
n=270

事業再⽣（M＆A・事業譲渡）
n=444

廃業⽀援（私的整理⼿続）
n=243

廃業⽀援（法的整理⼿続）
n=232

業況が厳しくなると予想されるタイミング 実際に業況が厳しくなったタイミング
約定弁済ができなくなったタイミング

 早期に事業再⽣に着⼿できれば、様々な事業再⽣⼿法が選択可能であることが多い。⼀⽅で、着⼿が
遅れると、⾦融機関・事業者双⽅にとって損失が拡⼤するおそれがある。

Q. （経営改善や事業再⽣の⽀援メニューのうち、検討した、ま
たは検討の俎上に載ったものについて、）提案やアドバイスを
受けた時期についてご回答ください。（単位︓％）

再⽣可能性・事業価値

１. 【参考】着⼿タイミングの遅れによる回収額の減少イメージ

理想
早期着⼿により、様々な事業再⽣⼿法が
選択可能なため、再⽣可能性が向上する。

現実
着⼿が遅れると、再⽣可能性が低
下し、企業、⾦融機関双⽅にとっ
て損失が拡⼤する

（出所）地域経済活性化⽀援機構 事業再⽣⽀援⾼度化事業
「⾦融機関向け事業再⽣⽀援の⼿引き」を元に著者作成。

（出所）⾦融庁「企業アンケート調査の結果」（2024/6⽉）をもとに著者作成。 9

時間の経過
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（参考）抜本再⽣が進まない理由（2016年）

１. ⾦融機関経営トップの姿勢の問題
⾦融機関の経営トップの消極的な姿勢が、事業再⽣に向けた取組みに影響を与えている。

２. ⾦融機関内部の評価制度の問題
事業再⽣に関わっても、⾦融機関内部における⼗分な評価につながらないため、事業再⽣に取り組むインセンティブが⼗分でない。

３. ⾦融機関におけるノウハウ・⼈材の不⾜
⾦融機関内で事業再⽣のノウハウが蓄積されておらず、再⽣に詳しい⼈材が⾜りていないことに加え、外部のノウハウ活⽤も⾏っていない。

４. 信⽤保証への依存
信⽤保証に依存していることで、抜本的な事業再⽣⽀援に向けた⾦融機関のインセンティブが⼗分でない。

５. 引当⾦の不⾜
⼗分な引当を積んでいない⾦融機関が債権放棄に踏み切れないケースが多い。

６. レピュテーション・リスクへの過度な懸念
⾦融機関がレピュテーション・リスクを過度に懸念することで債権売却等の抜本的な事業再⽣を躊躇してしまう傾向がある。

７. 事業再⽣後のリファイナンスへの消極的な姿勢
抜本的な事業再⽣後のリファイナンスに積極的に応じてくれる⾦融機関が少ない。 （出所）⾦融庁「中⼩企業政策審議会基本問題⼩委員会⾦融ワーキンググループ第9回

『抜本的な事業再⽣への課題について』」（2016/6⽉）をもとに著者作成

【2016/6⽉】
中⼩企業政策審議会⾦融WG
での⾦融庁提出資料（各⽀援
機関やサービサー、ファンド運営
会社などから聞かれた意⾒）



⾦融機関におけるノウハウ・⼈材の不⾜①
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１．経営改善⽀援専⾨部署で不⾜しているスキル（地域銀⾏）

 ⾦融機関におけるノウハウ・⼈材の不⾜が指摘されている。

（出所）⽇本銀⾏

３．短観・雇⽤⼈員判断D.I.

相談内容のジャンルが
広がった

81.0%

変わらない11.7%

特定の相談内容
に集中している

7.3%

▲60

▲40

▲20

0

20

40

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

銀⾏ 協同組織⾦融機関 全産業

53.0％ 28.0％
当てはまる

特に当てはまる

当てはまらない

スポンサーや⽀援先を⾒つけてくるネットワーク⼒

経営者に改善・再⽣の必要性を腹落ちさせ、改⾰を後押しする⼒

事業者の状況に応じた現実的な改善・再⽣の道筋を描く⼒

適切な再⽣⼿法を選択する⼒

債権者等の利害関係者を説得・調整する⼒

事業課題の把握・分析⼒

⾃⾏で⾏うべきこと、外部事業者を活⽤すべきことを⾒定める⼒

（出所）⾦融庁「地域銀⾏による顧客の課題解決⽀援の現状と
課題」（2024/6⽉）をもとに著者作成

当てはまらない（％） ← → 当てはまる（％）

過
剰←

→
不
⾜

（年）

（出所）中⼩企業⽩書2024をもとに著者作成

２．2019年と⽐較した相談内容のジャンルの変化
に対する認識（⽀援機関全体）



32.0%

43.6%

64.1%

44.4%

⼗分に確保できている ある程度確保できている
余り確保できていない 全く確保できていない

⾦融機関におけるノウハウ・⼈材の不⾜②
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４．経営改善⽀援・相談員の過不⾜状況（⽀援機関別）

18.9%

39.7%

81.1%

59.0%

適当 過剰 不⾜

⾦融機関（n=275)

商⼯会・商⼯会議所（n=1,064）

【全体】

【その他】

税・法務関係⼠業（n=221）

よろず⽀援拠点（n=42）

中⼩企業診断⼠（n=206）

６．⼈材不⾜の考えられる背景
（出所）中⼩企業⽩書2024をもとに著者作成

適当・過剰（％） ← → 不⾜（％）

５．⽀援能⼒向上に充てる時間の確保状況（⽀援機関別）
できている（％） ← → できていない（％）

⾦融機関（n=259）

商⼯会・商⼯会議所（n=1,044）

よろず⽀援拠点（n=42）

【その他】

税・法務関係⼠業（n=204）

中⼩企業診断⼠（n=201）

（出所）中⼩企業⽩書2024をもとに著者作成

 前回の事業再⽣局⾯から時間が経過するなかで、経験者の退職が進んでいる。
 ⻑らく続いた低収益環境下、⽐較的収益が⾒込める分野に⼈材を優先投⼊せざるを得ず、結果として事業再⽣⽀援業

務においては⼈材が育っていない。
 この間、倒産件数等が低位抑制されていたため、事業再⽣部⾨や債権管理・回収部⾨への⼈材投⼊が限定的となってし

まった。

【全体】



信⽤保証制度への依存①
 保証割合の⾼い先に関しては、経営改善・再⽣⽀援へのインセンティブが働きにくい点が指摘されている。
１．（参考）⻑期条件変更先に係る課題（2016年） ２．100％保証・80％保証別の代位弁済率

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5

2018 19 20 21 22 23

100％保証

80％保証

（年度）

（％）
⾦融機関の課題 債務者（経営者）の課題

信⽤保証等による保全割合が
⾼いことによる安⼼感
（⾦利収⼊は確保）

信⽤保証による⻑期の借⼊れや条
件変更による当事者意識・

返済意識の希薄化

メイン⾏の経営改善⽀援に向けた
インセンティブの低下

経営改善の取組みや
メイン⾏への情報開⽰等に向けた

インセンティブの低下

⾦融機関と債務者との間のリレーションの希薄化

⾦融機関による債務者のニーズに寄り添った⽀援が⼗分でない
債務者による経営改善に向けた取組みも⼗分でない

企業のキャッシュフローに⾒合っていない融資

⻑期にわたる条件変更の繰り返し
（出所）⾦融庁「中⼩企業政策審議会
基本問題⼩委員会⾦融ワーキンググループ
第9回『抜本的な事業再⽣への課題につい
て』」（2016/6⽉）をもとに著者作成

（注）コロナ前の100％保証は、⼩規
模事業者・創業者・災害被災者向けの
保証制度の利⽤が中⼼であることに留
意が必要。

（出所）中⼩企業庁
（原典）全国信⽤保証協会連合会

コロナ前（平時）では、100％保証と80％保証
における代位弁済率に2％程度の差がある。

３．100％保証・80％保証別のリスケ回数

リスケ率 平均リスケ回数

100％保証 20.4% 9.1回
80％保証 8.2% 6.1回

100％保証は、80％保証に⽐べリスケ率が⾼く、リスケ回数が多い
（2019年末時点〈コロナで借換が進んだため、コロナ前の時点で⽐較〉、「リ
スケ率」は1回でもリスケしたことのある融資件数）

（出所）中⼩企業庁 （原典）全国信⽤保証協会連合会
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４．⾦融機関との⾯談頻度と経営⽀援の効果

（出所）⽇本銀⾏

80.7%

64.0%

効果があった

どちらともいえない

効果はなかった

どちらともいえない
・効果はなかった（％） ← → 効果があった（％）

1か⽉に2回以上（n=1,311）

1か⽉に1回程度（n=2,096）
2か⽉に1回程度（n=531）

3か⽉に1回程度（n=476）
半年に1回程度（n=335）
1年に1回程度（n=114）

ほとんどない・全くない
（n=137）

５． ⾦融機関から受けた経営⽀援の効果

40.9%

38.0%

効果があった
どちらともいえない
効果はなかった

どちらともいえない
・効果はなかった（％） ← → 効果があった（％）

経営計画・事業戦略等策定⽀援
諸制度の情報提供
財務・税務・法務・労務相談

再⽣⽀援
販路・仕⼊先拡⼤⽀援
事業承継⽀援

⼈材育成⽀援

製品・サービス開発⽀援
M＆A⽀援

社内体制整備⽀援

海外展開⽀援
⾦融機関系列の企業育成ファンドからの出資等

研究開発⽀援

７. 【協会保証利⽤先】 経営計画の進捗状況に関する
メインバンクとの対話頻度

3/4以上

1/4未満

1/4以上3/4未満47.3％ 24.2％

６．【協会保証利⽤先】 保証利⽤割合（従業員規模別）

（出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。
（注）調査時点︓2024/9⽉、調査対象︓北海道、宮城、東京、愛知、⽯川、⼤阪、広島、⾹川、福岡の各信⽤保証協会の保証先企業、

有効回答数︓4,477（回答率28.0％）

― 保証利⽤割合は、借⼊総残⾼に占める保証利⽤の割合。

26.2％

34.8％

31.2％

23.7％

0% 50% 100%

0〜20⼈

21⼈以上

四半期に⼀度以上 概ね半年に⼀度程度 概ね⼀年に⼀度程度
⼀年に⼀度未満 ⼀度もない

（出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。

21⼈以上0〜20⼈

信⽤保証制度への依存②

（出所）中⼩企業⽩書2024をもとに著者作成
（原典）帝国データバンク「中⼩企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」

（出所）中⼩企業⽩書2024をもとに著者作成
（原典）帝国データバンク「中⼩企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」

（注）1.直近３
年間程度で⾦融
機関から受けた経
営⽀援の効果につ
いての回答を集計
したもの。2.直近
３年間程度で⾦
融機関から受けた
経営⽀援の効果
について、「受けた
ことがない」と回答
した企業を除く。

（注）1.直近３
年間程度で⾦融
機関から受けた経
営⽀援の効果につ
いての回答を集計
したもの。2.直近
３年間程度で⾦
融機関から受けた
経営⽀援の効果
について、「受けた
ことがない」と回答
した企業を除く。
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１１.【協会保証利⽤先】 資⾦繰り表を作成していない企業
における今後の作成の意向（％）

75.1％ 54.1％

コロナ禍前
を下回る

コロナ禍前
を上回る

横ばい

0% 50% 100%

コロナ禍前から作成

コロナ禍前は作成していないが今は作成

作成していない

コロナ禍前から作成

コロナ禍前は作成していないが今は作成

作成していない

９．【協会保証利⽤先】 経営計画書作成状況別にみた業況

53.2％

１０．【協会保証利⽤先】 資⾦繰り表の
作成状況等について

66.0％

0〜5⼈

26.3％

作成
していない

作成済み

コロナ禍前から
作成

作成していない

コロナ禍前は作成
していないが今は
作成

８．【協会保証利⽤先】 経営計画書の作成状況

40.6％

作成
したい

現状では
作成は
難しい

適切な
アドバイス
があれば
作成したい

0 10 20 30 40

どのように作成したらよいかわからない

売上や収⽀の予測が難しい

時間的な余裕がない

融資を受けるために必要ではない

メリットがわからない

他者（⽀援機関等）に依頼すると費⽤が掛かる

その他

特に理由はない

21⼈以上0〜20⼈ 売上⾼

営業利益

51⼈以上全体

信⽤保証制度への依存③

（出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。 （出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。

（出所）⽇本政策⾦融公庫「第216回 信⽤保証利⽤企業動向調査結果の概要」より著者作成。
（注）調査時点︓2023/3⽉中旬、調査対象︓9地域（北海道、宮城、東京、愛知、⽯川、⼤阪、広島、⾹川、福岡）の信⽤保証協

会利⽤先16,000企業を対象としており、回答企業の約79％が従業員20⼈以下の⼩規模企業。有効回答企業数︓3,963企
業、回答率︓24.8％ （出所）⽇本政策⾦融公庫「第216回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。



事業継続の難易度①
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１．税⾦や社会保険料の滞納が⼀因となった倒産
 中⼩企業経営を取り巻く環境は複雑化している。

２．「⼈⼿不⾜」倒産

３．「後継者難」倒産

⼈件費⾼騰

求⼈難

従業員退職
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４. 「負債1,000万円未満」倒産
件数
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（年）（年）

（年）

（出所）東京商⼯リサーチ

（出所）東京商⼯リサーチ

（出所）東京商⼯リサーチ
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（出所）全国地⽅銀⾏協会「地域密着型⾦融の取組み状況」、
全国信⽤⾦庫協会「地域密着型⾦融の取組みについて」より著者作成

６．事業再⽣⽀援の⾼度化の必要性５．経営改善⽀援先のランクアップ率

経営者の⾼齢化

⼈⼝減少による需要
の縮⼩/コロナ禍によ

る過剰債務

設備の⽼朽化・利
潤減少による投資

回収困難化

デジタル化/情報化
社会/グローバル化

⼈⼿不⾜/賃⾦上昇
/働き⽅改⾰/インフレ
基調/⾦利上昇懸念

「継続」の難
易度が⾼まる

時代

 「継続」が当たり前ではない時代＝事業再⽣⽀援業務が⽇常の必須
業務へ

 ⼈⼝減少社会という「⽿の痛い現実」と向き合うことがスタートに
 「過去」の清算から「未来」の創造へ
 「個⼈技」ではなく「チーム対応」へ

⾦融機関における事業再⽣⽀援業
務の担い⼿（⾼度化⼈材）が必要

事業
者を
取り
巻く
事業
環境

これ
からの
事業
再⽣

事業継続の難易度②

（出所）地域経済活性化⽀援機構
事業再⽣⽀援⾼度化事業
「⾦融機関向け事業再⽣
⽀援⾼度化の⼿引き」

0.0

10.0

20.0

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

地⽅銀⾏

信⽤⾦庫

（年度）

（％）



38.8％45.1％

31.8％

33.6％

42.
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８．【協会保証利⽤先】 経営計画書の計画値と実績値の⽐較７．【協会保証利⽤先】 コロナ禍前と⽐較した現在の業況

28.5％

 売上⾼

 営業利益

21⼈以上0〜20⼈

21⼈以上0〜20⼈

上回る

下回る

横ばい

42.
7％

 売上⾼

0〜20⼈

上回る

下回る

横ばい

21⼈以上

 営業利益

21⼈以上0〜20⼈

事業継続の難易度③

（出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。（出所）⽇本政策⾦融公庫「第222回 信⽤保証利⽤企業動向調査 結果表」より著者作成。



ご清聴ありがとうございました。
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